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１．課題意識
＜問題意識＞

• 加盟組合企業は労働集約型の業態が多く、人手不足は最重要課題の一つ。

• 付加価値額も労働分配率も比較的低い業種が多く、生産性の向上も課題。

• 参入障壁の低い産業が多く、サービス、価格の両面において競争が激しい。

• 社会インフラの維持に必要不可欠な仕事に従事する労働者（エッセンシャルワーカー）
が多いが、その仕事は労働条件面では比較的劣位にある。

⇒公正労働基準による公正競争を実現しにくい環境。

※労働条件の切り下げ競争で利益を確保するのではなく、賃金や労働時間、福利厚生など
の一定水準を確保したうえで、付加価値の高い財やサービスを提供する競争を行い、消費
者も事業者も従業員も価値を感じられる環境を実現することが大切であるという考え方。

＜取組みの考え方＞

• 企業横断的な連帯が可能な産業別労働組合として出来ることを政策とする。

• 当該労働者の仕事の価値に対する社会的認知と理解を高め、処遇改善を行える付加価値
を確保することが必要。

⇒以下にその取り組み内容と事例の一部を報告する。
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２．取組みの内容

UAゼンセンの重点政策の紹介
•＜重点政策＞毎年策定

•⇒職場の声を集約し「労働・社会政策」「産業政策」「地域政策」の3
つに分類して取りまとめ。

• 28項目の「重点政策」と62項目の「重点継続課題」

•＜政策の事例＞
•働き方に中立な社会保障制度の構築
•不公正な取引慣行の改善
•介護従業者の処遇改善と人材確保に向けた対策強化
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２．取組みの内容
～今回のテーマに関係する項目①～

（１）店休日（営業休日）と正月営業の法制化

小売業について、店休日（営業休日）と正月休業を促進する法を制
定する。正月三が日については、特に「元日」について、国民生活の
インフラなどに欠かせない産業を除き、長時間労働の是正や国民のゆ
とりの確保という観点から、より特別な日として休日とする。

※産業の持続的で健全な成長のためには、働く者がモチベーション高
く働き続けられる職場環境の整備と地位向上が不可欠である。
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２．取組みの内容
～今回のテーマに関係する項目②～

（２）カスタマーハラスメント（悪質クレーム）対策の推進
• ｢サービス等を提供する側と受ける側がともに尊重される社会｣の実現をめざし、一部の
消費者による一般常識を超えた不当な要求や異常な態様の要求行為等のカスタマーハラ
スメント（悪質クレーム）の抑止・撲滅を推進する｡

• 具体的には、国レベルでは「カスタマーハラスメント（悪質クレーム）対策基本法」を
制定し、国全体としてカスタマーハラスメント（悪質クレーム）対策を推進する。また、
労働施策総合推進法を改正し、カスタマーハラスメント（悪質クレーム）から労働者を
守るための措置を事業主に義務づける。さらに、地方行政の取り組みを更に推進すると
ともに、好事例の共有をはかる。加えて、労働組合が参画する仕組みの中で、業界ごと
にカスタマーハラスメント（悪質クレーム）の実態調査と対策の研究を行い、カスタ
マーハラスメント（悪質クレーム）への対応や従業員教育の実施に向けたマニュアル、
ガイドラインを作成する。

• あわせて、倫理的な消費行動を促すための啓発活動や消費者教育を推進する｡

※働く魅力を阻害し働き手不足を招き、販売機会のロスや対応コストの負担により賃金
の源泉となる企業利益を損なう｡
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３．取組み事例
～企業別労使の労働条件交渉における取組状況～

（１）「営業日・営業時間に関する事項の労働協約への明記」の取組
み（流通産業）

①考え方

流通小売業に特有の問題であり、自社の労働者のみならず取引先や
関係者も含め、多くの労働者の労働条件に大きな影響を及ぼす「営業
日・営業時間に関する事項」を労使協議事項として労働協約に明記し、
持続可能な企業経営に労働組合が寄与することを目的とする。

②取組み状況

労働協約に記載している組合数

2019年（46組合）→2024年（68組合）
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３．取組み事例
～企業別労使の労働条件交渉における取組状況～

（２）正月営業対策（流通産業）

①考え方

・正月三が日は特別な日、特に元日は最も特別な日である。

・原則として、元日は営業休日とすることが望ましい。

・営業せざるを得ない場合は、特別な日に値する労働条件を確保
する。

②取り組み状況

・2015年から2024年までの元日営業実施店舗構成比（参考値）
経年比較においては、全業種平均で元日営業は減少傾向にある。
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（３）個別企業別労組の事例
１）首都圏展開スーパーマーケットの企業別労働組合
●正月休業日

・１月１日～３日まで（2021年１月から）

●売上への影響

・年始休業は売上に大きく影響はない。

・一方で、現場での店長クラスは他店にお客様が取られていると懸念している人もいる。

●正月休業日未実施の店舗

・理由は、テナントの契約上で年始も営業している。

・店舗数は、６店舗

・従業員対応

⇒出勤者に対して、手当を支給している。

１日 社員 15.000円 パート 時給＋1,875円

２日 社員 12,000円 パート 時給＋1,500円

３日 社員 10,000円 パート 時給＋1,250円
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２）広域展開スーパーマーケットの企業別労働組合

●正月休業日

・１月１日～３日まで（2022年１月から）

●売上などへの影響

・年始休業を始めたころは前年の売上高を確保できないという声もあった
が、経年続けていく中で声はなくなった。

・１～３日を営業しないことでテナントに違約金を支払っている店舗もあ
るため、一部の営業部からは営業してもいいのではないかという意見ある。

●従業員の声

・組合員アンケートからも公休の連休が出来て職場の満足度が向上してい
る。

・一方で、４日からの店の立ち上げの作業負担が多いため、３日から働か
せてもらえないかという声あり

・年始を休業するために12月31日の帰りが遅くなるということもない。

（近畿20時、首都圏21時閉店 閉店後１時間以内退店）
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（４）総合サービス産業での取組み
過剰サービス・長時間労働削減への取り組み、人材確保への取り
組み

食品製造 ・新店（改装）の販売応援という形で店の品出しを手伝わされる、
自社製品以外も手伝わされるなどの取引慣行の改善に向け、毎年
のアンケート調査をもとに関係先に対する改善要請などを行って
いる。

フ ー ド
サービス
（外食な
ど）

・セルフオーダー（年齢確認もできる）、配膳ロボットの導入、
セルフレジまたはテーブル決済、片付けの一部セルフサービス等
の導入。
・アルバイト紹介制度 1人紹介で報奨金○円
・4年制大学に通う1～3年制を対象に返済の必要がない給付型の奨
学金による経済支援
・すきまバイトマッチングサービスの活用
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（４）総合サービス産業での取組み
過剰サービス・長時間労働削減への取り組み、人材確保への取り
組み

パチンコ
関連

・お客様から玉・メダルを預かって、従業員が飲料等に
交換しお客様に渡すサービス（自動販売機購入代理サー
ビス）の停止
・カウンターのレジ対応を無人化し、お客様が自身で会
計から景品交換を行う
・シフト作成が従業員個々人の労働条件（時間数や曜日、
業務スキル等）をインプットしAIで作成可能となった
・10種類ほどあったサービスの廃止・撤去（スマホの充
電器など）
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（５）カスタマーハラスメント対策の進捗
＜アンケート調査（第3弾）結果における実態＞

１）調査目的 職場で起こっているカスタマーハラスメントの実態に
ついて調査した

①従業員の安心・安全な職場環境の構築に向けた法制化などの具体的
な成果につなげる

②コロナ後のカスタマーハラスメントの実態をつまびらかにし、世論
喚起につなげる

③カスタマーハラスメント対策に向けた各所属組合の労使議論の推進
につなげる

２）調査対象 サービス業に従事しているUAゼンセン所属組合員

３）調査期間 2024年1月18日～3月18日

４）回答組合数 210組合 回答件数 33,133件
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（５）カスタマーハラスメント対策の進捗
＜アンケート抜粋＞
◆あなたは直近2年以内で迷惑行為被害にあったことがありますか。

カスタマーハラスメント被害にあった方の割合は46.8％であり、2020年と比較す
ると減少しており、この間の社会喚起や企業労使の取り組みの成果と推測できる。
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（５）カスタマーハラスメント対策の進捗
＜アンケート抜粋＞
◆あなたの企業で実施されている迷惑行為への対策について選択してくだ
さい。

一方、企業の対策については、「特に対策はなされていない（42.2％）」が目立つ
結果となった。法律などの後ろ盾が必要である。
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４．まとめ
• 貴部会の問題意識に対する弊組織の取組みをまとめてみたとこ
ろ、加盟組合企業各社は、労使協議を重ねながら、主に人材確
保の観点を重視してサービスメニューの削減、無人化（自動
化）、営業時間そのものの削減などによるサービスの合理化に
取り組んでいると言える。

• サービス方法の変更やカスタマーハラスメント対策を行うこと
は、サービスを提供する側と受ける側の双方に意識の転換が必
要である。

• 持続可能な労働力の需給関係を維持するためには様々な施策に
対する社会的理解の促進や法的な背景も重要である。
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